
金泉ふれあいの杜 福祉有償運送にかかる運行計画について 

 

１．事業の経緯 

地域密着型特養特別養護老人ホーム金泉ふれあいの杜（ユニット型２７床）では、在宅生活が困難になった高

齢者が 24時間体制で介護サービスを受けながら生活しています。 入居者のほとんどが認知症状、寝たきり状態

であり疾患（脳梗塞、心筋梗塞、心不全など）により救急搬送のリスクが高い状況であります。 現在、福祉タクシ

ーを利用し通院していますが、福祉タクシー事業者が国仲地区に集中しており、特に緊急時の受診、受診後の

送迎に伴う待機時間の負担が大きい事、夜間早朝の受け入れ対応に問題が生じています。 入居者の身体的負

担軽減、緊急時の円滑な対応が行えるよう、当事業所が福祉有償運送の運行事業者として運行することを

計画したところです。 

 

２．運行計画(案) 

 以下のとおり、許可日以降から自家用有償旅客運送（福祉有償運送）を実施する。 

①運行形態 

 福祉有償運送として、ドア・ツー・ドアの個別輸送とする。 

②運行範囲 

 佐渡市内。主な目的地は、相川病院、佐渡総合病院。 

③運送の対価 

 ○距離制 走行１キロごとに 160円  

      金泉ふれあいの杜から目的地、目的地から金泉ふれあいの杜までの走行距離により算出 

 

 ※参考 当事業所→佐渡総合病院 片道約 23km  走行 23km×160円＝3,680円  

                         タクシー料金の場合、概ね 6,900円 

④運送の対価以外の対価 

 設定なし 

  

④使用車両 

 ５人乗り普通自動車福祉対応車輌 １台（ストレッチャー移動車） 

 ４人乗り軽自動車福祉対応車両 １台（車いす移動車） 

  

⑤運行体制 

 運転者：第二種普通免許所持者 １名 第一種普通免許所持者 ３名  

⑥運行日及び時間帯等 

 運 行 日 毎日 
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 時 間 帯 終日 

 利用方法 利用は入居者に限る 

⑦対象者及び登録者数 

 対象者 介護保険法による要介護認定若しくは要介護支援を受け、かつ一般の公共交通機関を利用す

ることが困難な方のうち当事業所の利用者（定員 27 名、現在員 27 名）として登録をされて

いる方。 

 

 

 

 

 

 


